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四
面
を
海
に
囲
ま
れ
た
海
洋
国
家
で
あ
る
我
が
国
に
と
っ
て
、
海
運
・
造
船
を
は
じ
め
と
す
る
海
事
産

業
の
果
た
す
役
割
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
安
定
的
な
海
上
輸
送
を
担
う
海
運
業
は
、
国
民
の
暮
ら
し
を

支
え
る
と
と
も
に
、
我
が
国
が
さ
ら
な
る
経
済
成
長
を
遂
げ
る
た
め
に
必
要
な
我
が
国
物
流
網
の
大
動
脈

と
し
て
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
海
運
に
船
舶
を
供
給
す
る
造
船
業
・
舶
用
工
業
は
、
裾
野
の
広

い
労
働
集
約
型
産
業
と
し
て
、
地
域
の
経
済
・
雇
用
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
さ
ら
に
我
が
国
で
は
、

関
連
分
野
が
密
接
に
関
連
し
た
「
海
事
ク
ラ
ス
タ
ー
」
が
、
世
界
に
も
類
が
な
い
層
の
厚
さ
で
形
成
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
我
が
国
海
運
企
業
の
造
船
発
注
及
び
そ
の
部
品
調
達
の
ほ
ぼ
全
て
が
国

内
の
造
船
所
等
で
行
わ
れ
、
そ
の
投
資
効
果
が
地
域
の
関
連
分
野
に
広
く
浸
潤
す
る
な
ど
、
海
事
産
業
が

地
方
創
生
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
強
く
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

他
方
、
昨
今
の
海
運
・
造
船
を
取
り
巻
く
状
況
に
目
を
向
け
る
と
、
国
際
海
運
に
お
い
て
は
、
世
界
単

一
市
場
で
の
激
し
い
国
際
競
争
を
強
い
ら
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
、
現
在
の
歴
史
的
な
世
界
海
運
不
況
に

直
面
し
て
い
る
こ
と
、
国
内
海
運
に
お
い
て
は
、
貨
物
輸
送
量
の
減
少
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
等
の

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
企
業
は
厳
し
い
経
営
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
球
環

境
問
題
等
の
国
際
的
な
要
請
に
よ
り
、
低
炭
素
化
や
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
の
推
進
等
、
環
境
負
荷
低
減
の
た

め
の
取
組
み
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
応
え
つ
つ
船
舶
の
代
替
建
造
や
事
業
基
盤
の
強
化
を
適
切
に

進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
海
事
産
業
自
ら
の
努
力
や
創
意
工
夫
と
あ
わ
せ
て
、
税
制
措
置
を
は
じ
め
と
す

る
国
の
支
援
が
適
時
・
適
切
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
官
民
挙
げ
て
、
海
事
産
業
の
一
層

の
発
展
の
た
め
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、
海
運
・
造
船
対
策
特
別
委
員
会
及
び
海
事
立
国
推
進
議
員
連
盟
は
、
業
界
か

ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
踏
ま
え
、
海
事
関
係
税
制
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
海
洋
国
家
日
本

を
支
え
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
こ
れ
ら
税
制
に
関
し
、
平
成
二
十
九
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
次
の
五

項
目
の
全
て
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
、
こ
こ
に
緊
急
に
決
議
す
る
。 

 

一
．
ト
ン
数
標
準
税
制
の
適
用
範
囲
を
、
日
本
船
舶
及
び
現
行
の
準
日
本
船
舶
に
加
え
て
、
航
海
命
令

時
に
お
け
る
日
本
籍
化
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
措
置
さ
れ
た
本
邦
オ
ー
ナ
ー
実
質
保
有
船
も
準
日
本

船
舶
と
し
て
拡
充
す
る
。
併
せ
て
、
現
下
の
よ
う
な
歴
史
的
海
運
不
況
を
経
て
も
、
長
期
的
に
我
が

国
の
経
済
安
全
保
障
の
確
立
に
資
す
る
よ
う
日
本
船
舶
等
の
増
加
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
を
導
入

す
る
。 

二
．
船
舶
に
係
る
特
別
償
却
制
度
を
拡
充
・
延
長
す
る
。 

三
．
船
舶
に
係
る
買
換
特
例
制
度
を
延
長
す
る
。 

四
．
内
航
貨
物
船
に
係
る
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
を
延
長
す
る
。 

五
．
内
航
貨
物
船
、
内
航
旅
客
船
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策
税
の
還
付
措
置
を
延
長
す
る
。 


